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平素より格別のご高配を賜りお礼申し上げます。 

先月(9 月)は、新型コロナが発生して以来、4 年振りとなるご家族様をお呼びしての「敬老会」を開催さ

せていただきました。今回は、長寿のお祝いをされるご家族様を限定しての開催とさせていただきました

が、コロナ以前の賑わいを取り戻しつつあり、大変嬉しく感じています。 

重症化リスクの高い高齢者施設においては、今後も継続した感染対策が必要となりますが、少しでもコ

ロナ以前の生活や楽しい時間を過ごしていただけるように、職員一同取り組んで参る所存でございます。 

ご家族・関係者の皆様におかれましては、引続きのご理解・ご協力をお願い申し上げます。 

■100 歳以上の方、過去最高を更新  

厚生労働省は、100 歳以上の高齢者の総数が 9 月 15 日

（老人の日）現在、全国で 9 万 5,119 人だったことを明ら

かにしました。前年から 2,980 人増え、過去最多を更新し

ました。 

厚労省によると、100 歳以上の高齢者は老人福祉法が制

定された 1963 年には全国で 153 人でしたが、その後は増

え続け、81 年に 1,000 人を、98 年には 1 万人を超え、現

在に至っています。 

ちなみに、9 月 15 日現在の 100 歳以上の高齢者のう

ち、女性が 8 万 3,958 人と約 88％を占めています。 

 

 

 

 

■ 令和６年 12 月 2 日から現行の健康保険証は新規発行がされなくなります。 

12 月 2 日からは、次のものが健康保険証として使用できます。（Ⅱ・Ⅲは経過措置） 

Ⅰ．健康保険証利用登録されたマイナンバーカード 

Ⅱ．有効期限内の現行の健康保険証（最大 R7.12.1 までの措置） 

Ⅲ．資格確認書 … 資格確認書は次の方に交付されます。 

① マイナンバーカードを持っていない。 

② マイナンバーカードを持っているが、健康保険証利用登録をしていない。 

③ マイナンバーカードを持っており健康保険証利用登録をしているが、高齢・

障害等のため資格確認書の交付を申請した。 

※ ①②の資格確認書は、現行の健康保険証の有効期限前に自動的に交付されます。  

～ 家 族 と 施 設 を つ な ぐ 架 橋 ～ 

健康保険証 ・ マイナ保険証について 

資格確認書イメージ 

次ページへ つづく ⇒ 

手続きなしで高額医療の

限度額を超える支払が免

除されたり、色々便利に！ 
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■ ご家族様に準備してもらうこと等 

 健康保険証利用登録された
．．．

マイナンバーカードをお持ちの方 

 ご家族の希望  ご家族に準備してもらうこと 

１  
健康保険証利用登録されたマイナンバー

カードを健康保険証として使用したい。 
▶ 

12/1 又は現行の健康保険証の有効期限までに、施

設にマイナンバーカードを預けてください。 

    

２  
健康保険証利用登録されたマイナンバー

カードを家族が管理したい。 
▶ 

現行の健康保険証の有効期限までに、資格確認書を

施設に預けてください。資格確認証の交付を受ける

には、住所地の市町村に申請してください。 

    

３  
有効期限内は現行の健康保険証を使用し

たい。 
▶ 

現行の健康保険証を引き続きお預かりします。有効

期限の満了に伴い、上記(1)又は(2)の取扱いに切り

替えなければなりませんのでご準備ください。 

※ 健康保険証の利用登録は、マイナポータルのログイン後のトップ画面で確認できます。 

 健康保険証利用登録されていない
．．．．．．

マイナンバーカードをお持ちの方 

健康保険証利用登録についてご検討ください。健康保険証利用登録は ①マイナポータル ②医療機

関・薬局の受付（カードリーダー） ③セブン銀行 ATM から行うことができます。 

１  健康保険証利用登録をした場合 ▶ 
上記「健康保険証利用登録されたマイナンバーカー

ドをお持ちの方」に従いご準備ください。 

    

２  健康保険証利用登録をしない場合 ▶ 
下記「マイナンバーカードをお持ちでない方」によ

り取り扱います。 

 

 マイナンバーカードをお持ちでない方 

１  12 月 2 日～健康保険証の有効期限 ▶ 
現在お預かりしている健康保険証を、有効期限まで

引き続きお預かりします。 

    

２  有効期限以降 ▶ 
有効期限の満了に伴い資格確認書が交付されますの

で、速やかに施設までお持ちください。 

 

 新たにマイナンバーカードを作りたい場合 

希望者がまとまった数になると、小田原市の「マイナンバーカードの出張申請」受付により、当施

設で手続きをおこなうことができます。 

✤ 小田原市以外の方（県外や他の市区町村）も一緒に当施設で申請手続きができます。 

✤ 出張申請受付ができるかは、希望者の数によります。 

 

 

  

当施設で手続きを行う「マイナンバーカード出張申請」をご希望の方は、同封の 

「マイナンバーカードの健康保険証利用についての調査」（「問１」の“１”に〇）を 

ご記入いただき、10 月 20 日(日)までにご返送ください。 

《お願い》 



 

❖ これからマイナンバーカードを作る方 ❖ 

マイナンバーカードは２種類 （利用できるサービスが異なります） 

① 通常のマイナンバーカード 

（暗証番号 ＆ 顔認証） 

 ② 顔認証マイナンバーカード 

（顔認証のみ） 

＜利用できるサービス＞ 

〇 本人確認書類としての提示 

〇 健康保険証としての利用 

〇 マイナポータル 

〇 暗証番号入力が必要な手続 

〇 その他のオンライン手続 など 

 

＜利用できるサービス＞ 

〇 本人確認書類としての提示 

〇 健康保険証としての利用 

× マイナポータル 

× 暗証番号入力が必要な手続 

× その他のオンライン手続 

 メリット：全てのサービスが利用できる。 

 デメリット：暗証番号の管理が必要とな

る。紛失時のリスクが高い。 

 

 メリット：暗証番号が不要で管理しやすい。 

 デメリット：上表の通り利用できるサービ

スが限定されている。顔認証付きカードリ

ーダーがない医療機関では利用できない。 

☝ 施設では、オンライン診療のできる「通常のマイナンバーカード」を推奨します。 

☝ 原則、施設で暗証番号の管理はしません。但し、オンライン診療等で暗証番号が必要となった場合

等には、その都度ご家族様に確認させていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REASON 様より、最低賃金の上昇や物価高騰等 

により、施術料金を 12 月より次の通り改定させ 

て頂きますとのことです。 

何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。 

＜カット＞ 

改定前：１,６００円 

改定後：１,６５０円 

＜カット＆カラ＞ 

改定後：５,０００円 

改定後：５,１００円 

 

＜インフルエンザ ワクチン＞ 

【接種期間】 

11/11(月)、11/18(月)、11/25(月)、12/2(月) 

【費  用】 

１,７００円 ※１（小田原市の場合） 

高齢者「インフルエンザ」・「新型コロナ」ワクチン接種について 

＜新型コロナウイルス ワクチン＞ 

【接種期間】 

12 月頃を予定（調整中） 

【費  用】 

２,８００円 ※1 ※2（小田原市の場合） 

同封の「インフルエンザ予防接種予診票」および「新型コロナワクチン接種 

意向を調査します」に必要事項を記入し、10／20(日)までにご返送ください。 

※1 市民税非課税世帯・生活保護利用世帯

の方などで、高齢者予防接種負担金

免除確認書の発行を受けている方

は、自己負担金が免除となります。 

※2 小田原市・箱根町・真鶴町・湯河原町（2,800 円）、南足柄市・大井町（2,000

円）、中井町・開成町（2,100 円）、松田町（2,500 円）、山北町（3,500 円） 

その他自治体の方は、事前に各自治体へお問合せください。一旦全額自

己負担（15,410 円）となりますが補助があります。 

来年度から介護福祉士試験のルールが弾力

化され「パート合格」が導入されます。 

現行 13 科目を大きく 3 つに分割し、初回で

合格できなかった場合、2 回目以降は不合格パ

ートのみ受験すればいい形となります。 

背景には深刻な人手不足があり、働きなが

らの受験や、外国人のハードルを下げる狙い

もあります。 

介護福祉士試験「パート合格」導入 理美容の料金について 

《お願い》 

《使用ワクチン》 

JN．1 系統対応 

1 価ワクチン 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【お問い合せ】 

特別養護老人ホームいこい 

〒250-0055神奈川県小田原市久野 4406-1 

Tel. 0465-43-8011 Fax. 0465-43-8023 

Mail. info@i-koi.net                                   https://i-koi.net 

 

ご入居者様・ご利用者様の様子 

本当におめでとうございます。 
長寿のお祝いにご家族様もお越し頂き、4 年振りの敬老会を開催することができました。 

感謝を込めて、職員による「よさこい踊り」を披露させていただきました！ 

すいか割り 

敬老会の様子

お祝い善 

 
優勝  おめでとう

ございます。 

ボーリング大会 

 釣ったど～！ 

ソフトクリーム 

ピザ 

mailto:info@i-koi.net

